
診療科からの相談に対する
助言等の内容の報告

①診療における倫理的問題（臨床倫理）に関すること ②未承認・禁忌・適応外の医薬品、医療機器、
医療技術等を用いた医療の提供に関すること

相談（随時）

診療科及び中央診療施設等

病院長相談に対する助言等

審査結果の答申

審議

・患者の人権又はプライバシーの保護
・患者の宗教上の理由による治療拒否
・終末期医療及び緩和治療
・職業倫理（例 診療方針の不一致 等）

①臨床倫理室（2024/04/17～設置）
室長：種市 尋宙（小児科）

（これまでの臨床倫理コンサルテーションチームは廃止）

②臨床倫理委員会
委員長：長島 久（医療安全管理部）

（定例開催：月１回/原則第一水曜日、必要性に応じて緊急審査）

事務窓口：経営管理課
内線：7034
rinken@adm.u-toyama.ac.jp

2024/04/17

審査結果の通知

①申請（※）
（コンサルテーション依頼）
急ぎの場合は、室長へ直接
ご連絡ください

※申請書類は、臨床研究管理センターホームページより→研究
者の方へ→各種委員会→富山大学附属病院臨床倫理委員会より
ダウンロード
https://www.hosp.u-toyama.ac.jp/tiken/research/ecut2.html

②申請（※）
急ぎの場合は、委員長へ直接
ご連絡ください
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